
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

国

民

民

主

党

主
た
る
事
務
所
の

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
大
堤

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
三
五－

一

令

和

八

年

黒

﨑

章

労
働
福
祉
会
館
別
館
と
く
し
ま

徳

島

県

総

支

部

連

合

会

所
在
地

六
五－

二

公
共
政
策
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
内

三

月

六

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

令

和

八

年

冨

士

雅

章

後

援

会

冨

士

雅

章

代
表
者
の
氏
名

冨

士

雅

章

川

田

修

二

月

二

日

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

井

川

龍

二

後

援

会

井

川

龍

二

芥

川

典

史

芥

川

憙

弘

氏
名

二

月

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

大

西

こ

う

じ

後

援

会

大

西

耕

司

川

原

孝

二

大

西

耕

司

氏
名

二

月

九

日

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

水

谷

あ

ゆ

み

後

援

会

林

麻

子

水

谷

あ

ゆ

み

水

谷

匡

志



氏
名

二

月

二

十

日

主
た
る
事
務
所
の

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂

令

和

八

年

松

浦

け

い

じ

後

援

会

西

泰

治

所
在
地

一
八
六
八－

六

一
九
九
二－

一

三

月

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

幸
福
実
現
党
脇
町
後
援
会

三

宅

広

雄

田

中

公

貴

増

山

直

希

氏
名

二

月

十

日

令

和

七

年

北

川

麦

後

援

会

北

川

津

多

子

代
表
者
の
氏
名

北

川

津

多

子

藤

原

豊

一

八

月

二

十

日

代
表
者
の
氏
名

谷

本

治

野

崎

善

弘

幸

福

実

現

党

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

谷

本

治

谷

本

治

野

崎

善

弘

徳

島

西

後

援

会

氏
名

二

月

十

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
国
府
町
井
戸
南
屋
敷

徳
島
市
名
東
町
四
四
九－

二－

二
〇

所
在
地

三
一－

一
三

会
計
責
任
者
の

令

和

八

年

幸
福
実
現
党
川
島
門
前
後
援
会

土

井

包

土

井

包

岩

本

美

帆

氏
名

二

月

二

十

日


